
 

 

児童相談所等での経験を求める採用制度の見直しについて（案） 

 

１ 趣旨 

令和元年度の実施結果を踏まえ、喫緊の課題である児童相談所の開設・運

営に向けた確実な人材確保を図るため、受験対象者拡大の観点から、以下の

とおり見直しを行う。 

 

２ 見直しの内容（詳細は別紙１のとおり） 

⑴ 児童相談所等における業務経験の内容 

児童福祉区分については「児童相談所（一時保護所を含む。）又は児童

福祉施設における相談援助業務」とし、児童心理区分については「児童相

談所（一時保護所を含む。）等の福祉、医療、司法又は教育に関する機関

や施設における心理判定、心理療法又はカウンセリングの業務」とする。 

⑵ 児童相談所等における業務経験の年数 

  ２級職については３年以上、３級職については５年以上とする。 

 

３ 実施年度 

令和２年度から令和５年度までの試験・選考で実施する。 

 

４ 見直しに伴う特例措置（詳細は別紙２のとおり） 

制度の見直しに伴い、令和２年度に限り、内部職員の特例能力認定を実

施する。 

令 和 ２ 年 ２ 月 18 日 ( 火 )

小 委 員 会 交 渉 資 料 ( 特 区 連 )



 

児
童

相
談

所
等

で
の

経
験

を
求

め
る

採
用

制
度

の
見

直
し

に
つ

い
て

（
案

）
 

項
 

 
目

 
内

 
 

容
 

対
象

職
種

 
福

 
祉

 
心

 
理

 

採
用

区
分

 
児

童
福

祉
 

児
童

指
導

 
児

童
心

理
 

採
用

時
の

職
級
 

１
級

職
、

２
級

職
、

３
級

職
 

受 験 資 格 

年
齢

 
試

験
・

選
考

受
験

日
の

属
す

る
年

度
の

末
日

に
お

い
て

、
6
0
歳

未
満

 

資
格

等
 

社
会

福
祉

士
若

し
く

は
児

童
指

導
員

の
資

格
を

有
す

る
者

又
は

保
育

士
と

な
る

資
格

を
有

し
、

都
道

府
県

知
事

の
登

録
を

受
け

て
い

る
者

 

学
校

教
育

法
に

基
づ

く
大

学
（

短
期

大
学

を
除

く
。
）

の

心
理

学
科

を
卒

業
し

た
者

又
は

こ
れ

に
相

当
す

る
者

 

民 間 企 業 等 に お け る 業 務 従 事 歴  ※  

１ 級 職
 

試
験

受
験

日
の

属
す

る
年

度
の

末
日

に
お

い
て

、
直

近
1
0
年

中
４

年
以

上
の

業
務

経
験

（
う

ち
児

童
相

談
所

等
に

お
け

る
業

務
経

験
が

２
年

以
上

）
 

２ 級 職
 

選
考

受
験

日
の

属
す

る
年

度
の

末
日

に
お

い
て

、
直

近
1
4
年

中
８

年
以

上
の

業
務

経
験

（
う

ち
児

童
相

談
所

等
に

お
け

る
業

務
経

験
が

３
年

以
上

）
 

３ 級 職
 

選
考

受
験

日
の

属
す

る
年

度
の

末
日

に
お

い
て

、
直

近
1
8
年

中
1
2
年

以
上

の
業

務
経

験
（

う
ち

児
童

相
談

所
等

に
お

け
る

業
務

経
験

が
５

年
以

上
）

 

児
童

相
談

所
等

に
お

け
る

業
務

経
験

 

〈
児

童
福

祉
区

分
〉

 
〈

児
童

指
導

区
分

〉
 

〈
児

童
心

理
区

分
〉

 

児
童

相
談

所
（

一
時

保
護

所
を

含
む

。
）

又
は

児
童

福

祉
施

設
に
お
け
る
相
談
援
助
業
務

 

児
童

相
談

所
の

一
時

保
護

所
、

児
童

養
護

施
設

又
は

児
童

自
立

支
援

施
設

に
お

け
る

直
接

処
遇

業
務

 

児
童

相
談

所
（

一
時

保
護

所
を

含
む

。
）

等
の

福
祉

、
医

療
、
司

法
又

は
教

育
に

関
す

る
機

関
や

施
設

に
お

け
る

心
理

判
定

、
心

理
療

法
又

は
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

の
業

務
 

（
例

）
 

福
祉

関
係

…
児

童
福

祉
施

設
、

障
害

者
福

祉
施

設
な

ど
 

医
療

関
係

…
病

院
、

保
健

所
、

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

な
ど

 

司
法

関
係

…
家

庭
裁

判
所

、
少

年
鑑

別
所

、
少

年
院

な
ど

 

教
育

関
係

…
学

校
、

教
育

委
員

会
な

ど
 

※
 

民
間

企
業

等
（

自
営

業
等

も
含

む
。
）

に
お

け
る

業
務

従
事

歴
に

つ
い

て
 

・
満

2
2
歳

に
達

し
た

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

４
月

１
日

以
降

の
期

間
に

限
る

。
 

・
当

該
職

種
に

関
係

の
あ

る
業

務
に

従
事

し
た

期
間

と
し

、
１

年
以

上
の

期
間

に
つ

い
て

、
複

数
の

も
の

を
通

算
で

き
る

。
 

・
業

務
従

事
歴

に
公

務
員

及
び

非
正

規
労

働
者

と
し

て
の

従
事

歴
を

含
む

。
 

・
１

つ
の

事
業

に
週

2
9
時

間
以

上
従

事
す

る
こ

と
を

要
す

。
 

そ
の

他
 

実
施

方
法

、
初

任
給

、
採

用
後

の
任

用
上

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

現
行

と
同

様
と

す
る

。
 

  

別
紙

１
 

※
下

線
部

太
字

ゴ
シ

ッ
ク

は
、

今
回

の
見

直
し

箇
所

 



 

 
児

童
相

談
所

等
で

の
経

験
を

求
め

る
採

用
制

度
の

見
直

し
に

伴
う

 
内

部
職

員
の

特
例

能
力

認
定

の
実

施
に

つ
い

て
（

案
）

 
  

項
 

 
目

 
内

 
 

容
 

目
 

 
的

 
児

童
相

談
所

の
円

滑
な

開
設

・
運

営
の

観
点

か
ら

、
児

童
相

談
所

等
で

の
経

験
を

求
め

る
採

用
制

度
の

見
直

し
に

伴
い

発
生

す
る

処
遇

差
を

解
消

し
、

児
童

相
談

所
等

で

の
有

用
な

前
歴

を
有

す
る

内
部

職
員

の
能

力
活

用
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

実
施

す
る

。
 

対
象

職
種

 
福

祉
、

心
理

 

受
験

可
能

な
 

職
務

の
級

 

１
級

職
、

２
級

職
又

は
３

級
職

の
う

ち
、

現
に

任
用

さ
れ

て
い

る
職

務
の

級
と

同
一

又
は

上
位

の
級

と
す

る
。

 

な
お

、
現

に
任

用
さ

れ
て

い
る

職
務

の
級

と
同

一
の

級
を

受
験

希
望

す
る

者
で

、
か

つ
、
１

級
上

位
の

職
務

の
級

へ
の

昇
任

選
考

等
受

験
資

格
に

規
定

す
る

在
職

年
数
（

以

下
「

受
験

資
格

在
職

年
数

」
と

い
う

。
）

が
短

縮
さ

れ
な

い
も

の
は

、
受

験
申

込
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

た
だ

し
、

受
験

資
格

在
職

年
数

が
変

わ
ら

な
い

者
で

、
か

つ
、

給
与

上
の

有
利

が
生

じ
る

も
の

は
、

受
験

申
込

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

受
験

資
格

 

次
の

い
ず

れ
の

要
件

も
満

た
す

者
 

・
現

に
特

別
区

に
お

け
る

任
期

の
定

め
の

な
い

職
員

（
以

下
「

正
規

職
員

」
と

い
う

。
）

の
う

ち
、

福
祉

又
は

心
理

の
職

種
に

あ
る

も
の

で
、

同
一

職
種

に
お

け
る

児
童

相
談

所
等

で
の

経
験

を
求

め
る

採
用

試
験

・
選

考
の

受
験

資
格

を
有

す
る

も
の

。
た

だ
し

、
正

規
職

員
と

し
て

の
直

近
の

在
職

期
間

は
、

民
間

企
業

等
に

お
け

る
業

務
従

事
歴

に

は
含

め
な

い
。

 

・
令

和
元

年
度

以
前

に
実

施
さ

れ
た

採
用

試
験

・
選

考
に

よ
り

採
用

さ
れ

た
者

 

主
任

職
昇

任
選

考
、

係
長

職
昇

任
能

力

実
証

と
の

関
係

 

特
例

能
力

認
定

の
受

験
申

込
を

行
っ

た
者

は
、

令
和

２
年

度
に

実
施

さ
れ

る
区

の
主

任
職

昇
任

選
考

及
び

係
長

職
昇

任
能

力
実

証
の

対
象

外
と

す
る

。
 

実
施

方
法

 
特

別
区

人
事

委
員

会
が

定
め

る
方

法
に

よ
る

。
 

合
格

後
の
 

取
扱

い
 

・
合

格
者

に
つ

い
て

は
、

受
験

し
た

特
例

能
力

認
定

に
対

応
す

る
能

力
の

あ
る

も
の

と
み

な
し

、
原

則
、

令
和

３
年

度
当

初
か

ら
、

児
童

相
談

所
等

で
の

経
験

を
求

め
る

採

用
試

験
・

選
考

合
格

者
と

同
様

の
任

用
上

の
取

扱
い

を
す

る
も

の
と

す
る

。
 

・
現

に
属

す
る

職
務

の
級

よ
り

上
位

の
級

に
合

格
し

た
者

に
つ

い
て

は
、

合
格

し
た

職
務

の
級

の
昇

任
選

考
・

能
力

実
証

に
合

格
し

た
も

の
と

み
な

し
、

原
則

、
令

和
３

年

度
当

初
か

ら
、

当
該

職
務

の
級

に
任

用
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
な

お
、

現
に

１
級

職
に

任
用

さ
れ

て
い

る
者

で
３

級
職

（
係

長
級

）
の

区
分

に
合

格
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
主

任
職

昇
任

選
考

に
つ

い
て

も
合

格
し

た
も

の
と

み
な

す
。
 

給
与

決
定

方
法

 
特

別
区

人
事

委
員

会
の

行
う

能
力

認
定

に
合

格
し

た
場

合
に

お
け

る
給

与
決

定
方

法
に

準
じ

る
。

 

実
施

時
期

 
令

和
２

年
度

 

休
職

者
等

の
 

取
扱

い
 

休
職

、
結

核
休

養
、

自
己

啓
発

等
休

業
、

配
偶

者
同

行
休

業
又

は
停

職
期

間
中

で
、

選
考

日
ま

で
に

復
職

で
き

な
い

者
は

、
受

験
で

き
な

い
。

 

そ
の

他
 

選
考

内
容

、
合

格
者

の
決

定
方

法
、

申
込

方
法

等
に

関
し

て
は

、
特

別
区

人
事

委
員

会
が

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

別
紙

２
 


